
徳
島
県
告
示
第
六
百
十
一
号

徳
島
県
立
航
空
旅
客
取
扱
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
三

十
七
号
）
第
九
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
立
航
空
旅
客
取
扱
施
設
の
利
用
料
金
の
額
の

変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

利
用
料
金
の
額

区

分

単

位

利
用
料
金
の
額

座
席
数
が
二
百
席
以
下

一
回

四
四
、
〇
〇
〇
円

国
内
線
に
お
い

の
航
空
機

航
空
会
社
用

て
利
用
す
る
場

施
設
（
搭
乗

合

座
席
数
が
二
百
一
席
以

一
回

六
六
、
〇
〇
〇
円

待
合
室
、
旅

上
の
航
空
機

客
搭
乗
橋
及

び
手
荷
物
取

座
席
数
が
二
百
席
以
下

一
回

八
八
、
〇
〇
〇
円

扱
施
設
）

国
際
線
に
お
い

の
航
空
機

て
利
用
す
る
場

合

座
席
数
が
二
百
一
席
以

一
回

一
三
二
、
〇
〇
〇
円

上
の
航
空
機

航
空
関
連
団
体
用
業
務
施
設

一
平
方
メ

一
月

二
、
七
五
〇
円

ー
ト
ル

備
考１

「
一
回
」
と
は
、
航
空
機
一
機
ご
と
の
離
陸
又
は
着
陸
の
た
め
の
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
を
い
う
。

２

「
航
空
関
連
団
体
用
業
務
施
設
」
と
は
、
税
関
、
出
入
国
の
管
理
、
検
疫
等
を
実
施
す
る
た
め

の
業
務
施
設
を
い
う
。

３

利
用
期
間
が
一
月
に
満
た
な
い
場
合
及
び
利
用
期
間
に
一
月
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
月
の
現
日
数
を
基
礎
と
し
て
、
日
割
り
に
よ
り
計
算
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。

４

利
用
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
場
合
の
当
該
満
た
な
い
利
用
面
積
及
び
利
用
面
積

に
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合
の
当
該
端
数
の
利
用
面
積
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
平
方
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算
す
る
。

二

適
用

令
和
元
年
十
月
一
日
以
後
の
徳
島
県
立
航
空
旅
客
取
扱
施
設
の
利
用
に
係
る
利
用
料
金
に
つ
い
て
適

用
す
る
。


